
第６号様式別紙 

補助対象設備の概要 

 

１ 家庭用燃料電池システム（エネファーム） 

製造者名  

品名番号（発電ユニット）  

品名番号（貯湯ユニット）  

製造番号  

発電出力（ｋＷ）        ｋＷ 

工事完了日 令和  年  月  日 

停電時自立運転機能 □あり 

補助対象経費 
(消費税及び地方消費税を除く。) 

          円 

 

２ 定置用リチウムイオン蓄電システム 

製造者名  

パッケージ型番  

SII 登録年月日 年  月  日 

蓄電容量（ｋＷｈ）       ｋＷｈ 

工事完了日 令和  年  月  日 

住宅用太陽光発電設備 □新設 □既設 ※該当する方に☑ 

県の補助金との関係 

（リースの場合のみ） 

□県が実施する補助金の交付を重複して申請す

るものではありません。 

補助対象経費 
(消費税及び地方消費税を除く。)  

          円 
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３ 窓の断熱改修 

メーカー名  

SII 製品型番/北海道環境財団

登録番号 
 

製品名  

既存住宅への設置 
□設備の設置工事着工日は、設置する住宅

の建築工事完了日以降である。 

工事完了日 令和  年  月  日 

改修した戸数 

（マンション管理組合による実績

報告の場合のみ記入） 
          戸 

補助対象経費 
(消費税及び地方消費税を除く。)  

          円 

補助対象経費の４分の１ 
（１，０００円未満切捨て） 

          円 

 

４ 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 

メーカー名・車名  

型式  

住宅用太陽光発電設備 
□新設 □既設 ※該当する方に☑ 
□発電した電気を電気自動車等に充電できる。 

Ｖ２Ｈ充放電設備 
※該当する方に☑ 

□新設 □既設 ※該当する方に☑ 
□なし 

所有者 
氏名又は名称  

住所  

使用者 
氏名  

住所  富里市 

使用の本拠の位置 富里市 

補助対象経費 
(消費税及び地方消費税を除く。)  

          円 
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５ Ｖ２Ｈ充放電設備 

メーカー名  

型式  

住宅用太陽光発電設備 □新設 □既設 ※該当する方に☑ 

電気自動車等 □新設 □既設 ※該当する方に☑ 

工事完了日 令和  年  月  日 

補助対象経費 
(消費税及び地方消費税を除く。)  

          円 

補助対象経費の１０分の１ 
（１，０００円未満切捨て） 

          円 
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６ 集合住宅用充電設備 

マンション等の名称  

マンション等の所在地 富里市 

メーカー名  

型式  

充電設備の住民以外の利用 □あり   □なし 

工事完了日 令和  年  月  日 

設置した充電設備の基数 
(複数口の充電設備にあっては、そ
の口数) 

          基（口） 

補助対象経費 
(消費税及び地方消費税を除く。) 

          円 

国が実施するクリーンエネルギー
自動車の普及促進に向けた充電・
充てんインフラ等導入促進補助金
の補助金額 

          円 

国の補助金の変更の申請 □あり   □なし 

（住民以外の利用ありの場合） 
国が実施するクリーンエネルギー
自動車の普及促進に向けた充電・
充てんインフラ等導入促進補助
金）の補助金額の３分の２ 

（住民以外の利用なしの場合） 
国が実施するクリーンエネルギー
自動車の普及促進に向けた充電・
充てんインフラ等導入促進補助金
の補助金額（同補助金を併用しな

い場合は、それを基準とした金額）
の３分の１ 
（１，０００円未満切捨て） 

          円 
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７ 住民の合意形成のための資料 

マンション等の名称  

マンション等の所在地 富里市 

資料作成事業者名  

作成した資料の種類 

充電設備に係る 
□ 設置場所見取図   □ 平面図 
□ 電気系統図     □ 配線ルート図 
□ 住民の費用負担のシミュレーション 
□ その他（            ） 

総会での集合住宅用充電設備の
導入に係る議論の結果 可決・否決・その他（        ） 

集合住宅用充電設備の導入に係
る今後の予定 
（スケジュール・方針） 

 

補助対象経費 
(消費税及び地方消費税を除く。)            円 

 


